
③ 申請（※３）

　④ 認定

申請者 所管行政庁

① 技術的審査
　依頼（※１）

② 適合証交付

審査機関
（※２）

※１：事前に審査機関の技術的審査を受けるかどう
　　　かは，申請者の任意
※２：登録建築物エネルギー消費性能判定機関（非
　　　住宅）又は登録住宅性能評価機関（住宅）
※３：審査機関の技術的審査を受けた場合は，申請
　　　書に適合証を添付する。


